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【対　　象】 町内在住の社協会員世帯で、18歳未満の児童（未就学児を除き、在学中
の児童）のいる、ひとり親世帯（但し、生活保護世帯を除く。）とします。
ただし、会長の認める場合はこの限りではないのでご相談下さい。

【内　　容】 発行日から１年間有効（指定日を除く）の東京ディズニーランド（ディズ
ニーシー）パスポートチケットの配布（本事業の利用が初めての世帯優先、
応募者多数の場合は抽選とします）。

【定　　員】20世帯
【申込方法】 11月14日㈯迄に（当日消印有効）、官製ハガキに①住所②氏名（※申込者

全員分）③電話番号④申込人数（大人1名、中人○名、小人○名）を必ず
明記の上、ご応募ください。

【申 込 先】〒343－ 0111　松伏町松伏357　ふれあいセンターかがやき内
松伏町社会福祉協議会「チケット係」宛

【代　　金】大　人（18歳以上）　　　　　　　　３，５００円
中　人（中高生　12～17歳）　　　　３，０００円
小　人（幼児・小学生　4～11歳）　 ２，４００円

【結　　果】当選者のみ、12月４日㈮迄に通知予定

日　時

▲

平成21年12月10日㈭
　　　　平成22年１月29日㈮　午後６時30分～
　　　　平成22年２月12日㈮
場　　　　所

▲

松伏町中央公民館調理室
対　　　　象

▲

55歳以上の方
定　　　　員

▲

20名（申し込み順）
参　加　費

▲

１，５００円（３回分）
申込受付期間

▲

平成21年11月10日～平成21年11月17日
　　※初めて参加される方を優先させていただきます。
　　＊ 電話及びＦＡＸでの申込可。ＦＡＸでの申込の方は、
　　　「シニアボランティア養成講座受講希望」と明記し、氏名・住所・電話
　　　番号・生年月日を記載の上、下記に送信してください。

受付電話番号991－2700・ＦＡＸ番号９９１－５３４１

平成21年度 ひとり親家庭支援事業

自分で打ったおそばに舌鼓。そば好きさん集まれ!!

シニアボランティア養成講座

　　一緒にそば打ちをしませんか？
今年も

やります
!!

お知らせお知らせ
　　第5回松伏町社会福祉大会
を開催します

　　 平成21年度障がい者
団体交流事業の開催
　町内の障が
い者団体によ
る親睦、交流
を目的にクリ
スマス会を行
いますので、
一緒に楽しい
ひとときを過ごしませんか。
　障がい者団体の会員でなくて
もかまいません。障がいのあるな
しにかかわらず、たくさんの方の
参加をお待ちしています。 
日　時　 平成21年12月６日（日

曜日）午後１時～３時
会　場　 ふれあいセンターかが

やき世代間交流室（１
階）

参加費　ひとり100円
申込先　 障がい者団体会員でな

い方は下記へお願いし
ます。

問い合わせ先　℡991－2701

【昨年の様子】

社会福祉事業への寄附ありがとうございました
平成21年８月１日～平成21年９月30日（順不同・敬称略）
•越谷地区保護司会　　　　　　　　　　　　　　50,000円
•第一岩松自治会　婦人部　　　　　　　　　　　  3,000円
•松伏ロータリークラブ　　　  椅子2脚・ホワイトボード1台
•匿名1件　　　　　　　　　　　　　　　　　  紙おむつ1袋
　皆様から寄せていただきました善意は、社会福祉事業に使用
させていただきます。

　10月18日（日）、松伏記念公園で開催された「町民まつり」に、
地域福祉活動の推進を図るため、参加しました。
　当日は、フランクフルト・ポップコーン等の販売をし、社協
のＰＲや、赤い羽根共同募金の街頭募金を行い共同募金のＰＲ
を行いました。
　また、社協事業にご協力をいただいているボランティアグルー
プによるＰＲ活動として、行事ボランティアグループでは、お
でんの販売、給食ボランティアグループでは、小麦まんじゅう
の販売の御協力をいただきました。

町制40周年記念町民まつりに参加しました

　誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりに取り
組む決意を新たにするとともに、多年にわたり社会
福祉事業の発展に功績のあった方々を称え感謝の意
を表するため、５年毎に開催しているものです。
日　時　平成22年１月17日（日）
　　　　午後１時開会
場　所　 松伏町中央公民館（田園ホール・エローラ）
　第1部　式　典
　第2部　講演会
表彰の基準（一部抜粋）
・ 在宅の寝たきり高齢者や認知症の方等を献身的に５
年以上介護し、他の模範となる方

・ 自立更生世帯として身体障害者福祉法第２条の規定
により、障がいや困難を克服し、自立への努力をし
ている方

・ 土地提供者としてゲ－トボ－ル場や児童公園など地
域福祉のため５年以上土地を提供いただいた方

・ 社会福祉団体役員として５年以上在職し、その功績
が顕著な方

※表彰の対象となられる方がおりましたら、ご連絡く
ださい。　TEL  991－2701
　詳しくは、平成22年１月号にてお知らせいたします。


